
[終了]3/10(火)「過労死を考える　埼玉のつどい」が開
催されます
終了いたしました。ありがとうございました。

 

 
 

過労死を考える　埼玉のつどいが開催されます。
当日は、埼玉過労死弁護団・代表であり、働くもののいのちと健康を守る埼玉センターの理事長でもある当事務所の伊藤明生弁護士がご挨
拶をいたします。
事前申し込みは不要ですので是非お気軽にご参加下さい。

昨年６月に過労死等防止対策推進法が成立しました。
しかし、過労死防止法ができたからといって、それだけで過労死や長時間労働がなくなるものではありません。そこで今回、「過労死を考
える埼玉のつどい」を開催し、過労死防止法をどのように活かしていき、私たちの社会から過労死や長時間労働を根絶できるのか、考えて
いきたいと思います。

ぜひ大勢の皆さんのご参加をよろしくお願いいたします。
ふるってご参加ください。

◆日　時：２０１５年３月１０日（火）１８時～

◆講　師：弁護士　島田　浩孝（埼玉過労死弁護団）

◆会　場：さいたま共済会館　５０２号室（ＪＲ浦和駅西口より徒歩１０分）

◆参加費：無料（事前申し込み不要）

主催　「過労死を考える　埼玉のつどい」実行委員会
問い合わせ　事務局長　弁護士　佐渡島啓
（ＴＥＬ：０４８－８６２－０３５５）
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